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ゴールデンウイーク︕
旅⾏など楽しく過ごされている⽅、いいですね︕ あるいは4月からの新しい環境での慌ただしさが一
段落し、ホッと一息という⽅も多いかと思います。仕事や⽣活のリズムがようやく落ち着いてきた頃だと
思いますが、一⽅でこの5月から6月にかけては、毎年「事故」や「トラブル」が増えやすい時期でもあり
ます。新しい環境に慣れてきたことによる油断、気温の上昇による集中⼒の低下、⾏動範囲が広が
ることによるリスク増加。こうした要因が重なることで、「ちょっとしたミス」が大きな事故につながります。

５⽉病︖
古い表現だと思っていましたが、今でも健在の５月病。新入社員などに多いと言われますが、やはり
若い⼈たちの多くに発症しているようです。Ｚ世代と括って良いのか︖は意⾒が分かれると思いますが、
コロナ禍世代には、オンラインの減少→リアル出勤や対面の増加、３年目に入ったあたりだと責任とプ
レッシャーも加わり、より一層ストレスが重なってくる頃だと思われます。連休明けは、特に各メンバーそ
れぞれの様⼦を注意深く観察しながら、変化に気付けること、その上で適切なコミュニケーションを意
識し、より丁寧に接していくことが大切です。適応障害やうつ病の初期症状となっている可能性もある
そうです。ただし、その注意を払う⽴場の上⻑となる⽅の⼼⾝にも過度なストレスとならないよう…。

不慣れ︖
この時期に実際によく耳にするのが、通勤⽅法やルート変更による交通事故です。新入⽣や新社会
⼈あるいは異動などで通る道が変わり、⾒通しの悪い交差点や交通量の多い道路で、安全確認や
一時停止が不⼗分になりがちです。いつもの道でも「右折待ちで停める位置が他⾞と違う」など、他
⾞と動きの違う⾞を⾒掛けることありませんか︖ いつもの道でも思い掛けない動きをする⾞にヒヤリと
した経験は皆さんにもあると思います。いつも通りの感覚で漫然としていると、予想外の事態に対応が
遅れてしまうかもしれません。「自分がおかしい」って気付いている⼈は少ないですから、周りが注意し
ていないとぶつかってしまいます。逆に、自分がいつもと違う道を通る時は、他の交通に合わせることに
も注意が必要です。教習⾞の後ろにいる時に感じることを、自分がやっているかもしれません。

慣れ︖
職場内では、「慣れてきた頃」の油断による労災事故が増えます。保護具を付け忘れる、指差呼称
を省略する、「いつも通りだから大丈夫」と確認を怠る。その結果、切り傷や打撲、転倒といった軽傷
事故が発⽣します。軽傷でも労災となり、その後の対応に時間と労⼒がかかることになります。軽傷で
済めばまだよいのですが、不注意が重なって… 。 さらに、情報面の事故も増える傾向があります。
忙しさの中での宛先間違いメール、添付ファイルの付け間違い、なりすましメールへの返信。連休明け
は、たまっているメールも多く、急ぐあまりの確認不⾜が事故の入口になることも少なくありません。

普通のことが普通にできなかったから…事故になります
学校帰りの⼦ども同士の事故もありがちです。新しいクラスに慣れて新しい友達とつい調⼦に乗って…
というのは、多くの⽅に経験があるのではないでしょうか︖このような事故の多くは、想定していれば防
げたものがほとんどです。初めての道は慎重に走る、慣れた作業ほど基本を守る、忙しい時ほど確認を
一つ増やす。それだけで事故の確率は大きく下がります。当たり前のことなんですが、それができていれ
ば、そんな簡単なことはないのですが、それが難しい。せめて、まずは自分一⼈が気を付ければ防げる
ことへの意識を⾼め、その影響する範囲を徐々に広げていくように⼼掛けてみてください。5月は気候
も良く、活動的になれる季節です。だからこそ、調⼦に乗らず、無理をせず。事故もトラブルもなく、気
持ちよく初夏を迎えられるよう、今月もどうぞご安全に。（浅井)
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◆  5 月 の 税 務 と 労 務 5月

取引かけこみ寺　代金の未払いや不当なやり直しなど、取引上の悩み相談を受け付ける
「下請かけこみ寺」が「取引かけこみ寺」へと名称変更されています。今年1月に「下請法」
が「中小受託取引適正化法（取適法）」へ改正されたことに伴うもので、名称は変わりまし
たが、公正な取引環境を守る役割はこれまでと変わりません。

国　税／�4月分源泉所得税の納付� 5月11日
国　税／�3月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 6月1日
国　税／�9月決算法人の中間申告� 6月1日
国　税／�6月、9月、12月決算法人の消費税等の�

中間申告（年3回の場合）� 6月1日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告�

（年3回の場合）� 6月1日
国　税／�確定申告税額の延納届出による延納税額の

納付� 6月1日
国　税／�特別農業所得者の承認申請� 5月15日

地方税／�自動車税・鉱区税の納付� �
� 都道府県の条例で定める日
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5 月号─2

「
評
価
表
」）を
用
い
て「
弱
・
中
・
強
」

で
評
価
し
、
総
合
評
価
が
「
強
」
と

な
れ
ば
、
前
述
の
認
定
要
件
②
を
満

た
し
た
も
の
と
さ
れ
ま
す
。

強
…
「
特
別
な
出
来
事
」
に
該
当
す

る
出
来
事
が
認
め
ら
れ
る
。

中
…
出
来
事
の
経
験
頻
度
は
様
々
で

あ
っ
て
「
弱
」
よ
り
は
心
理
的
負

荷
が
あ
る
も
の
の
強
い
心
理
的
負

荷
と
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
。

弱
…
日
常
的
に
経
験
す
る
も
の
や
一

般
に
想
定
さ
れ
る
も
の
等
で
あ
っ

て
通
常
弱
い
心
理
的
負
荷
し
か
認

め
ら
れ
な
い
も
の
。

⑵

　特
別
な
出
来
事
に
該
当
す
る
例

　「
特
別
な
出
来
事
」
は
、「
心
理
的

負
荷
が
極
度
の
も
の
」
と
「
極
度
の

長
時
間
労
働
」に
類
型
さ
れ
ま
す
。

①

　心
理
的
負
荷
が
極
度
の
も
の

・
　
生
死
に
か
か
わ
る
、
極
度
の
苦

痛
を
伴
う
、
又
は
永
久
労
働
不
能

と
な
る
後
遺
障
害
を
残
す
業
務
上

の
病
気
や
ケ
ガ
を
し
た
（
業
務
上

の
傷
病
に
よ
る
療
養
中
に
症
状
が

急
変
し
極
度
の
苦
痛
を
伴
っ
た
場

合
を
含
む
）。

・
　
業
務
に
関
連
し
、
他
人
を
死
亡

さ
せ
、
又
は
生
死
に
か
か
わ
る
重

大
な
ケ
ガ
を
負
わ
せ
た
（
故
意
に

よ
る
も
の
を
除
く
）。

②

　極
度
の
長
時
間
労
働

・
　
発
病
直
前
の
１
か
月
に
お
お
む

ね
１
６
０
時
間
を
超
え
る
よ
う

な
、
又
は
こ
れ
に
満
た
な
い
期
間

に
こ
れ
と
同
程
度
の
（
例
え
ば
３

週
間
に
お
お
む
ね
１
２
０
時
間
以

上
の
）時
間
外
労
働
を
行
っ
た
。

⑶

　特
別
な
出
来
事
以
外
の
評
価

　「
特
別
な
出
来
事
」
と
し
て
示
さ

れ
て
い
る
も
の
以
外
で
あ
っ
て
も
出

来
事
に
伴
っ
て
発
生
し
た
と
認
め
ら

れ
る
状
況
や
、
出
来
事
が
生
じ
る
に

至
っ
た
経
緯
等
も
含
め
て
総
合
的
に

考
慮
し
て
、
心
理
的
負
荷
の
程
度
を

評
価
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　「
仕
事
内
容
・
仕
事
量
の
大
き
な

変
化
」
と
「
顧
客
や
取
引
先
、
施
設

利
用
者
等
か
ら
著
し
い
迷
惑
行
為
を

受
け
た
」
を
基
に
、
評
価
視
点
の
例

を
取
り
上
げ
ま
す
。【
下
表
参
照
】

五

　
　ま
と
め

　
業
務
内
容
や
量
の
急
変
、
対
人
関

係
の
摩
擦
、
顧
客
対
応
の
ト
ラ
ブ
ル

は
、
放
置
す
れ
ば
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

不
調
の
引
き
金
に
な
り
得
ま
す
。
兆

候
を
見
逃
さ
ず
、
記
録
・
相
談
・
対

応
の
仕
組
み
を
整
え
な
が
ら
予
防
策

を
講
じ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

【表】�「仕事内容・仕事量の大きな変化」と「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」�
における評価視点の例

◆仕事内容・仕事量の大きな変化
　単に忙しくなったという印象ではなく、業務の困難性、能力・経験とのギャップ、職場の支援・協力の有無、
業務密度、責任、長時間労働の継続期間、勤務間インターバルの状況などを踏まえて総合評価する考え方が
示されています。

「中」になり得る例 「強」になり得る例 予防の観点から
　担当業務内容の変更や、初め
て担当する困難な業務、損失・
不具合対応等により仕事内容の
大きな変化が生じた場合、また
取引量の急増や担当者の減少等
により、時間外労働がおおむね
20時間以上増加し、1月当たり
おおむね45時間以上となるなど
の仕事量の大きな変化が生じた
場合が挙げられています。

　質的に高度かつ困難な仕事内
容への変更で常時緊張を強いら
れる状態となった場合や、仕事
量が著しく増加して時間外労働
がおおむね倍以上、1月当たり
おおむね100時間以上となるなど、
休憩・休日の確保が困難なほど
業務に多大な労力を費やした場
合が示されています。

　仕事内容や仕事量に変化があ
る場合、会社は「変更後に、量・
質・責任などはどのようになっ
たか」「支援状況・要員・期限は
どうだったか」「勤務時間は大幅
に増えていないか」などを注視し、
必要に応じ軌道修正をしていく
とよいでしょう。

◆顧客等から著しい迷惑行為を受けた（いわゆるカスタマーハラスメント）
　評価表では、迷惑行為について、経緯や状況、内容・程度、相手方との職務上の関係、反復・継続など執
拗性の状況、その後の業務への支障、会社の対応（有無・内容・改善状況）を評価視点として挙げています。
また、著しい迷惑行為とは、暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等をいうとされています。

「中」になり得る例 「強」になり得る例 予防の観点から

　治療を要さない程度の暴行や、
人格・人間性を否定する言動、
威圧的言動など著しい迷惑行為
を受けたが、反復・継続してい
ない場合が示されています。

　著しい迷惑行為を反復・継続
するなどして執拗に受けた場合、
または迷惑行為が「中」程度であっ
ても、会社が把握している（あ
るいは相談を受けている）のに
適切な対応がなく改善がなされ
なかった場合が挙げられています。

　「相手がお客様等だから仕方な
い」で終わらせず、会社として
何らかの対応（担当変更、出禁・
取引停止、警察・弁護士等への
相談その他の再発防止策を実施）
を講じることが、業務災害の予
防につながります。

２
　
主
な
改
正
内
容

⑴
　
Ｔ
Ｏ
Ｂ（
公
開
買
付
制
度
）の

見
直
し

①
　
Ｔ
Ｏ
Ｂ
義
務
基
準
の
引
下
げ

　
Ｔ
Ｏ
Ｂ
と
は
、
一
定
以
上
の
株
式

を
取
得
し
て
経
営
に
影
響
を
及
ぼ
す

場
合
に
、
広
く
株
主
に
対
し
て
公
開

の
買
付
け
を
行
う
制
度
で
す
。

　
Ｔ
Ｏ
Ｂ
は
従
来
、
議
決
権
の
３
分

の
１
（
約
33
％
）
を
超
え
て
取
得
す

る
場
合
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
こ
の
基
準
が
２
０
２
６
年
５

月
か
ら
30
％
超
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま

す
。

　
こ
れ
は
、
株
主
総
会
に
お
け
る
実

態
が
影
響
し
て
い
ま
す
。
会
社
分
割

や
合
併
と
い
っ
た
特
別
決
議
事
項

は
、
３
分
の
２
以
上
の
賛
成
が
必

要
、
つ
ま
り
、
否
決
で
き
る
基
準
が

３
分
の
１
の
た
め
、
保
有
割
合
の
基

準
と
合
わ
せ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

実
際
の
議
決
権
行
使
率
は
必
ず
し
も

高
く
あ
り
ま
せ
ん
。
30
％
程
度
の
保

有
で
も
事
実
上
拒
否
権
を
行
使
で
き

る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
ま
し
た
。
諸

外
国
で
も
30
％
と
す
る
ケ
ー
ス
が
多

く
、
形
式
上
の
基
準
と
実
際
の
乖
離

を
是
正
す
る
意
味
で
、
今
回
の
よ
う

な
基
準
の
引
下
げ
と
な
り
ま
し
た
。

　
支
配
権
取
得
の
ハ
ー
ド
ル
が
低
く

な
る
た
め
、
国
内
企
業
買
収
・
Ｍ
＆

Ａ
実
務
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

②
　
市
場
内
取
引
も
Ｔ
Ｏ
Ｂ
規
制
の

　
対
象

　
こ
れ
ま
で
対
象
外
だ
っ
た
市
場
内

の
立
会
内
取
引
も
、
Ｔ
Ｏ
Ｂ
規
制
対

象
と
な
り
ま
す
。

　
従
来
、
市
場
内
取
引
で
は
一
定
の

透
明
性
や
公
正
性
が
担
保
さ
れ
て
い

る
と
い
う
前
提
の
も
と
行
わ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
市
場
内
取
引
を
通
じ
て

短
期
間
に
３
分
の
１
超
の
株
式
を
取

得
し
、
実
質
的
な
Ｍ
＆
Ａ
を
行
う
事

例
が
増
え
て
い
る
た
め
、
適
用
対
象

を
拡
大
し
ま
し
た
。
経
営
に
重
大
な

影
響
を
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
形
式

上
は
市
場
取
引
で
あ
っ
て
も
公
開
性

と
情
報
開
示
を
求
め
る
べ
き
だ
と
の

考
え
が
見
直
し
に
繋
が
り
ま
し
た
。

　
市
場
内
取
引
を
規
制
対
象
と
し
た

こ
と
に
伴
い
、
形
式
的
特
別
関
係
者

の
範
囲
か
ら
、
買
付
者
の
親
族
並
び

に
買
付
者
が
特
別
資
本
関
係
を
有
す

る
法
人
等
及
び
買
付
者
に
対
し
て
特

別
資
本
関
係
を
有
す
る
法
人
等
の
役

員
が
除
外
さ
れ
ま
し
た
。

③
　
Ｔ
Ｏ
Ｂ
手
続
き
の
柔
軟
化

　
Ｔ
Ｏ
Ｂ
期
間
中
に
対
象
者
が
配
当

を
行
う
場
合
等
に
、
Ｔ
Ｏ
Ｂ
価
格
の

引
下
げ
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
し
た
。

　
ま
た
、
Ｔ
Ｏ
Ｂ
の
撤
回
事
由
を
拡

充
し
ま
し
た
。
Ｔ
Ｏ
Ｂ
開
始
日
以
降

に
お
け
る
買
収
防
衛
策
の
導
入
、
Ｔ

Ｏ
Ｂ
を
通
じ
た
株
券
等
の
取
得
が
法

令
違
反
（
外
国
の
法
令
を
含
む
）
と

な
る
場
合
等
の
事
由
が
追
加
さ
れ
ま

し
た
。Ｔ
Ｏ
Ｂ
期
間
に
関
す
る
規
制
、

Ｔ
Ｏ
Ｂ
撤
回
に
関
す
る
規
制
等
に
つ

い
て
、
個
別
事
案
ご
と
に
金
融
庁
の

１
　
概
要

　
公
開
買
付
制
度
・
大
量
保
有
報
告

書
の
改
正
を
含
む
「
金
融
商
品
取
引

法
及
び
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
」
が
２
０
２
４
年
５
月
22
日
に
公

布
さ
れ
、
そ
の
後
、
２
０
２
５
年
７

月
４
日
に
公
開
買
付
制
度
・
大
量
保

有
報
告
制
度
の
見
直
し
に
係
る
関
係

政
府
令
等
の
改
正
等
が
公
布
・
公
表

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
改
正
法
と
改
正
令
の
施
行
日

は
２
０
２
６
年
５
月
１
日
で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
の
改
正

金
融
商
品
取
引
法
の
改
正

　
２
０
２
６
年
の
法
改
正
に
お
け
る
注
目
点
の
一
つ
に
金
融

　
２
０
２
６
年
の
法
改
正
に
お
け
る
注
目
点
の
一
つ
に
金
融

商
品
取
引
法
の
改
正
が
あ
り
ま
す
。Ｔ
Ｏ
Ｂ（
株
式
公
開
買
付
）

商
品
取
引
法
の
改
正
が
あ
り
ま
す
。Ｔ
Ｏ
Ｂ（
株
式
公
開
買
付
）

と
大
量
保
有
報
告
制
度
の
ル
ー
ル
が
変
わ
り
、
ア
ク
テ
ィ
ビ

と
大
量
保
有
報
告
制
度
の
ル
ー
ル
が
変
わ
り
、
ア
ク
テ
ィ
ビ

ス
ト
（
物
言
う
株
主
）
や
Ｍ
＆
Ａ
（
合
併
・
買
収
）
の
動
向
、

ス
ト
（
物
言
う
株
主
）
や
Ｍ
＆
Ａ
（
合
併
・
買
収
）
の
動
向
、

企
業
と
投
資
家
の
対
話
の
あ
り
方
に
大
き
く
影
響
す
る
も
の

企
業
と
投
資
家
の
対
話
の
あ
り
方
に
大
き
く
影
響
す
る
も
の

と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
改
正
で
何
が
変
わ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が

　
今
回
の
改
正
で
何
が
変
わ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が

あ
る
か
な
ど
、
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

あ
る
か
な
ど
、
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。



3─5月号

承
認
を
得
た
場
合
に
は
、
規
制
を
免

除
す
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

④
　
公
開
買
付
届
出
書
の
様
式
の

　
見
直
し

　
公
開
買
付
届
出
書
の
「
買
付
け
等

の
目
的
」
欄
の
記
載
事
項
の
明
確
化

等
、
公
開
買
付
届
出
書
等
の
様
式
の

見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

⑵
　
大
量
保
有
報
告
制
度
の
見
直
し

①
　
共
同
保
有
者
の
明
確
化

　
大
量
保
有
報
告
制
度
は
、
上
場
企

業
の
発
行
済
株
式
の
５
％
超
を
保
有

す
る
株
主
に
対
し
て
情
報
開
示
を
義

務
付
け
て
い
ま
す
。
こ
の
際
、
複
数

の
投
資
家
が
一
定
の
関
係
を
も
っ
て

株
式
を
保
有
す
る
場
合
「
共
同
保
有

者
」
と
し
て
保
有
株
式
を
合
算
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
ま
で
、
こ
の「
共
同
保
有
者
」

の
範
囲
が
不
明
確
だ
っ
た
た
め
問
題

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、

特
定
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
複
数
の
機

関
投
資
家
が
協
働
で
企
業
と
対
話
す

る
ケ
ー
ス
で
も
共
同
保
有
者
に
認
定

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
し
た
。
開

示
の
頻
度
が
緩
和
さ
れ
る
「
特
例
報

告
制
度
」
を
利
用
で
き
る
機
関
投
資

家
に
と
っ
て
は
、
共
同
保
有
者
と
み

な
さ
れ
れ
ば
開
示
の
負
担
が
増
え
る

た
め
、
投
資
家
同
士
の
対
話
や
協
働

が
委
縮
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
と

い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
今
回
の
改
正
で
は
、
重
要
な
経
営

提
案
を
目
的
と
し
な
い
こ
と
な
ど
一

定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
共
同
で
議

決
権
を
行
使
し
て
も
共
同
保
有
者
に

該
当
し
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
、

共
同
保
有
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
と

な
る
た
め
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る「
個

別
の
権
利
の
行
使
ご
と
の
合
意
」
と

は
、
発
行
者
の
株
主
総
会
等
ご
と
に

す
る
合
意
で
あ
っ
て
、
合
意
の
対
象

と
す
る
当
該
発
行
者
の
株
主
総
会
等

の
議
案
を
他
の
議
案
と
明
確
に
区
別

で
き
る
よ
う
に
特
定
し
、
か
つ
、
当

該
議
案
に
対
す
る
賛
否
を
定
め
て
共

同
し
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
、

の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
定

め
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、「
重
要
提
案
行
為
（
経
営

に
影
響
す
る
提
案
）」
の
範
囲
が
整

理
さ
れ
、
役
員
の
選
任
を
追
加
す
る

等
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

②
　
共
同
保
有
者
の
範
囲
の
見
直
し

　
役
員
兼
任
関
係
や
資
金
提
供
関
係

な
ど
、
一
定
の
外
形
的
事
実
が
あ
る

場
合
を
み
な
し
共
同
保
有
者
に
追
加

す
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

③
　
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
取
扱
い

　
現
金
決
済
型
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
大
量
保

有
報
告
制
度
の
適
用
対
象
と
な
る
た

め
の
要
件
、
当
該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
に
係
る
権
利
を
株
券
等
の
数
に
換

算
す
る
方
法
に
関
す
る
規
定
が
整
備

さ
れ
ま
し
た
。

④
　
大
量
保
有
報
告
書
の
記
載
事
項

の
明
確
化
等

　
大
量
保
有
報
告
書
の
「
保
有
目

的
」
欄
や
「
担
保
契
約
等
重
要
な
契

約
」
欄
等
の
記
載
事
項
の
明
確
化
、

共
同
保
有
者
間
で
引
渡
請
求
権
等
が

存
在
す
る
場
合
の
株
券
等
保
有
割
合

の
計
算
方
法
の
適
正
化
等
と
と
も

に
、
大
量
保
有
報
告
書
の
様
式
の
見

直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

３
　
残
さ
れ
た
課
題

　
日
本
市
場
特
有
の
問
題
と
し
て
指

摘
さ
れ
て
き
た
の
が
「
ウ
ル
フ
パ
ッ

ク（
オ
オ
カ
ミ
の
群
れ
）戦
術
」で
す
。

ウ
ル
フ
パ
ッ
ク
戦
術
と
は
、
複
数
の

投
資
家
が
形
式
上
は
独
立
し
た
立
場

を
装
い
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
連
携

し
て
株
式
を
取
得
し
議
決
権
を
行
使

す
る
手
法
で
す
。

典
型
例

　
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
Ａ
が
先

行
し
て
株
を
取
得

⬅

　
そ
の
動
き
を
み
た
（
非
公

式
に
連
絡
を
取
り
合
っ
た
）

ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
Ｂ
・
Ｃ
・

Ｄ
が
追
随

◆
　
　
◆
　
　
◆

☟
　
明
確
な
契
約
が
な
く
、
議

決
権
行
使
の
合
意
を
書
面
で

残
さ
な
い
な
ど
表
向
き
は
協

調
取
得
で
も
共
同
保
有
者
で

も
な
い
が
、
結
果
と
し
て
、

短
期
間
で
支
配
力
に
近
い
影

響
力
を
確
保

　
今
回
の
改
正
で
は
、
形
式
的
な
数

字
の
変
更
に
と
ど
ま
ら
ず
、
企
業
支

配
や
投
資
家
行
動
の
実
態
を
重
視
し

た
も
の
と
い
え
ま
す
。

　
し
か
し
、
ウ
ル
フ
パ
ッ
ク
の
ど
こ

ま
で
を
協
調
取
得
・
共
同
保
有
と
捉

え
る
か
の
線
引
き
は
、
引
き
続
き
課

題
と
し
て
残
り
ま
す
。
企
業
と
投
資

家
の
健
全
な
関
係
構
築
に
繋
げ
る
か

が
、
今
後
の
日
本
市
場
の
成
熟
度
を

左
右
す
る
と
い
え
ま
す
。



5 月号─4

　
相
続
税
額
の
計
算

　
相
続
時
精
算
課
税
を
選
択
し
た
受

贈
者
に
係
る
相
続
税
額
は
、
特
定
贈

与
者
が
亡
く
な
っ
た
時
に
、
そ
の
特

定
贈
与
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
相
続

時
精
算
課
税
適
用
財
産
の
価
額
と
、

相
続
や
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
財
産

の
価
額
を
合
計
し
た
金
額
を
基
に
計

算
し
た
相
続
税
額
か
ら
、
す
で
に
相

続
時
精
算
課
税
制
度
を
適
用
し
て
納

め
た
贈
与
税
相
当
額
を
控
除
し
て
算

出
し
ま
す
。
控
除
し
き
れ
な
い
場
合

は
、
相
続
税
の
申
告
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
相
続
財
産
に
合
算
す
る
相
続
時
精

算
課
税
適
用
財
産
の
価
額
は
、
原
則

と
し
て
贈
与
時
の
価
額
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
た
だ
し
令
和
６
年
１
月
１
日

以
後
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
相
続

時
精
算
課
税
適
用
財
産
に
つ
い
て
は
、

贈
与
を
受
け
た
年
分
ご
と
に
、
相
続

時
精
算
課
税
適
用
財
産
の
贈
与
時
の

価
額
の
合
計
額
か
ら
相
続
時
精
算
課

税
に
係
る
基
礎
控
除
額
（
１
１
０
万

円
）
を
控
除
し
た
残
額
に
な
り
ま
す

（
左
図
２
参
照
）。

受
贈
者
が
先
に
死
亡
し
た
場
合

下
図
３
の
よ
う
に
、
父
か
ら
の
贈

与
に
つ
い
て
相
続
時
精
算
課
税
制
度

を
適
用
し
た
Ａ
が
死
亡
し
た
場
合
、

Ａ
の
配
偶
者
は
、
Ａ
が
相
続
時
精
算

課
税
の
適
用
を
受
け
て
い
た
こ
と
に

伴
う
権
利
や
義
務
を
承
継
し
ま
す
。

　
特
定
贈
与
者
で
あ
る
Ａ
の
父
が
死

亡
し
た
際
、
Ａ
の
配
偶
者
が
遺
贈
に

よ
り
財
産
を
取
得
し
た
場
合
は
、
Ａ

の
配
偶
者
は
次
の
２
つ
の
手
続
き
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
　
Ａ
の
父
か
ら
遺
贈
に
よ
り
財
産

を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
る
申
告

②
　
Ａ
が
相
続
時
精
算
課
税
の
適
用

を
受
け
て
い
た
こ
と
に
伴
う
権
利

や
義
務
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
る

申
告

　
こ
の
と
き
①
の
手
続
き
に
つ
い
て

は
、
Ａ
の
父
が
死
亡
し
た
時
に
お
い

て
Ａ
の
配
偶
者
は
Ａ
の
父
の
一
親
等

の
血
族
等
に
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

相
続
税
の
計
算
に
お
い
て
２
割
加
算

の
適
用
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、
②
の

手
続
き
に
つ
い
て
は
、
Ａ
が
死
亡
し

た
時
に
お
い
て
、
Ａ
は
Ａ
の
父
の
一

親
等
の
血
族
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、

２
割
加
算
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

110 万円

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 年

図２　相続財産に合算する相続時精算課税適用財産

相続時精算課税を選択 特定贈与者が死亡

相続財産

■：相続税の課税対象となる財産
■：相続税および贈与税の課税対象とならない財産

Aの父の死亡時
Aの父の一親等の血族等に
当たらないものとする

相続時精算課税制度
適用後に死亡

特定贈与者
被相続人

Ａの父 Ａの母

Ａ Ａの配偶者

Aの死亡の
2年後に死亡

図3　受贈者が先に亡くなった場合

すでに死亡

　
制
度
の
概
要

　
相
続
時
精
算
課
税
制
度
は
、
贈
与

者
か
ら
１
年
間
に
贈
与
を
受
け
た
財

産
の
合
計
額
を
基
に
一
定
の
税
率
で

贈
与
税
を
計
算
し
、
贈
与
者
が
亡
く

な
っ
た
と
き
に
相
続
税
で
精
算
す
る

も
の
で
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
原
則
と
し
て
60
歳

以
上
の
父
母
や
祖
父
母
な
ど
か
ら
、

18
歳
以
上
の
子
や
孫
な
ど
に
対
し

て
、
財
産
を
贈
与
し
た
場
合
に
選
択

で
き
ま
す
（
年
齢
は
贈
与
年
の
１
月

１
日
時
点
で
判
定
）。
制
度
を
選
択

す
る
場
合
に
は
、
贈
与
を
受
け
た
年

の
翌
年
２
月
１
日
か
ら
３
月
15
日
ま

で
の
間
に
、
一
定
の
書
類
を
添
付
し

た
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出

書
」を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
贈
与
者
（
父
母
や

祖
父
母
な
ど
）
ご
と
に
選
択
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す（
下
図
１
参
照
）。

　
相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
選
択
す

る
贈
与
者
を
「
特
定
贈
与
者
」
と
い

い
、
特
定
贈
与
者
か
ら
贈
与
を
受
け

る
財
産
（
以
下
「
相
続
時
精
算
課
税

適
用
財
産
」）
に
つ
い
て
は
、
選
択

を
し
た
年
分
以
降
す
べ
て
こ
の
制
度

が
適
用
さ
れ
、
暦
年
課
税
へ
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
贈
与
税
額
の
計
算

　
相
続
時
精
算
課
税
適
用
財
産
に
つ

い
て
は
、
制
度
を
選
択
し
た
年
分
以

後
、
特
定
贈
与
者
以
外
の
者
か
ら
の

贈
与
財
産
と
区
分
し
て
、
１
年
間
に

贈
与
を
受
け
た
財
産
の
価
額
の
合
計

額
を
基
に
贈
与
税
額
を
計
算
し
ま

す
。

　
贈
与
税
額
は
、
特
定
贈
与
者
ご
と

に
１
年
間
に
贈
与
を
受
け
た
相
続
時

精
算
課
税
適
用
財
産
の
価
額
の
合
計

額
（
以
下
「
課
税
価
格
」）
か
ら
、
相

続
時
精
算
課
税
に
係
る
基
礎
控
除
額

（
１
１
０
万
円
）
と
特
別
控
除
額
（
２

５
０
０
万
円
）
を
控
除
し
た
後
の
金

額
に
一
律
20
％
の
税
率
を
乗
じ
て
算

出
し
ま
す
。

　
こ
こ
で
、
同
一
年
中
に
２
人
以
上

の
特
定
贈
与
者
か
ら
の
贈
与
を
受
け

た
場
合
、
相
続
時
精
算
課
税
に
係
る

基
礎
控
除
額
１
１
０
万
円
は
、
特
定

贈
与
者
ご
と
の
贈
与
税
の
課
税
価
格

で
按
分
し
ま
す
。

　
な
お
、
令
和
５
年
12
月
31
日
以
前

の
贈
与
に
係
る
贈
与
税
の
計
算
に
つ

い
て
は
、
相
続
時
精
算
課
税
に
係
る

基
礎
控
除
額
の
控
除
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
特
別
控
除
額
は
贈
与
を
し

た
人
ご
と
に
限
度
額
が
２
５
０
０
万

円
で
、
前
年
以
前
に
お
い
て
既
に
こ

の
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
い
る
場

合
は
、
残
額
が
限
度
額
に
な
り
、
贈

与
税
の
期
限
内
申
告
書
を
提
出
し
た

場
合
に
限
り
控
除
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

相
続
時
精
算
課
税
制
度

相
続
時
精
算
課
税
制
度

　贈
与
が
あ
っ
た
場
合
、
贈
与
税
の
課
税
方
法
に
は

　贈
与
が
あ
っ
た
場
合
、
贈
与
税
の
課
税
方
法
に
は

「
暦
年
課
税
」と「
相
続
時
精
算
課
税
」が
あ
り
ま
す
。

「
暦
年
課
税
」と「
相
続
時
精
算
課
税
」が
あ
り
ま
す
。

　今
回
は
、
そ
の
う
ち
の
相
続
時
精
算
課
税
制
度

　今
回
は
、
そ
の
う
ち
の
相
続
時
精
算
課
税
制
度

に
つ
い
て
、
制
度
の
内
容
や
受
贈
者
が
先
に
死
亡

に
つ
い
て
、
制
度
の
内
容
や
受
贈
者
が
先
に
死
亡

し
た
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

し
た
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

※相続時精算課税制度を選択したら、暦年課税制度への変更は不可

図１　制度の概要

受贈者

贈与者

暦年課税制度

相続時精算課税制度を選択 子・孫

父

祖父母 祖母

贈与者ごとに選択が可能



5─5月号

　
相
続
税
額
の
計
算

　
相
続
時
精
算
課
税
を
選
択
し
た
受

贈
者
に
係
る
相
続
税
額
は
、
特
定
贈

与
者
が
亡
く
な
っ
た
時
に
、
そ
の
特

定
贈
与
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
相
続

時
精
算
課
税
適
用
財
産
の
価
額
と
、

相
続
や
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
財
産

の
価
額
を
合
計
し
た
金
額
を
基
に
計

算
し
た
相
続
税
額
か
ら
、
す
で
に
相

続
時
精
算
課
税
制
度
を
適
用
し
て
納

め
た
贈
与
税
相
当
額
を
控
除
し
て
算

出
し
ま
す
。
控
除
し
き
れ
な
い
場
合

は
、
相
続
税
の
申
告
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
相
続
財
産
に
合
算
す
る
相
続
時
精

算
課
税
適
用
財
産
の
価
額
は
、
原
則

と
し
て
贈
与
時
の
価
額
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
た
だ
し
令
和
６
年
１
月
１
日

以
後
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
相
続

時
精
算
課
税
適
用
財
産
に
つ
い
て
は
、

贈
与
を
受
け
た
年
分
ご
と
に
、
相
続

時
精
算
課
税
適
用
財
産
の
贈
与
時
の

価
額
の
合
計
額
か
ら
相
続
時
精
算
課

税
に
係
る
基
礎
控
除
額
（
１
１
０
万

円
）
を
控
除
し
た
残
額
に
な
り
ま
す

（
左
図
２
参
照
）。

受
贈
者
が
先
に
死
亡
し
た
場
合

下
図
３
の
よ
う
に
、
父
か
ら
の
贈

与
に
つ
い
て
相
続
時
精
算
課
税
制
度

を
適
用
し
た
Ａ
が
死
亡
し
た
場
合
、

Ａ
の
配
偶
者
は
、
Ａ
が
相
続
時
精
算

課
税
の
適
用
を
受
け
て
い
た
こ
と
に

伴
う
権
利
や
義
務
を
承
継
し
ま
す
。

　
特
定
贈
与
者
で
あ
る
Ａ
の
父
が
死

亡
し
た
際
、
Ａ
の
配
偶
者
が
遺
贈
に

よ
り
財
産
を
取
得
し
た
場
合
は
、
Ａ

の
配
偶
者
は
次
の
２
つ
の
手
続
き
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
　
Ａ
の
父
か
ら
遺
贈
に
よ
り
財
産

を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
る
申
告

②
　
Ａ
が
相
続
時
精
算
課
税
の
適
用

を
受
け
て
い
た
こ
と
に
伴
う
権
利

や
義
務
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
る

申
告

　
こ
の
と
き
①
の
手
続
き
に
つ
い
て

は
、
Ａ
の
父
が
死
亡
し
た
時
に
お
い

て
Ａ
の
配
偶
者
は
Ａ
の
父
の
一
親
等

の
血
族
等
に
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

相
続
税
の
計
算
に
お
い
て
２
割
加
算

の
適
用
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、
②
の

手
続
き
に
つ
い
て
は
、
Ａ
が
死
亡
し

た
時
に
お
い
て
、
Ａ
は
Ａ
の
父
の
一

親
等
の
血
族
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、

２
割
加
算
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

110 万円

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 年

図２　相続財産に合算する相続時精算課税適用財産

相続時精算課税を選択 特定贈与者が死亡

相続財産

■：相続税の課税対象となる財産
■：相続税および贈与税の課税対象とならない財産

Aの父の死亡時
Aの父の一親等の血族等に
当たらないものとする

相続時精算課税制度
適用後に死亡

特定贈与者
被相続人

Ａの父 Ａの母

Ａ Ａの配偶者

Aの死亡の
2年後に死亡

図3　受贈者が先に亡くなった場合

すでに死亡



5 月号─6

承
認
を
得
た
場
合
に
は
、
規
制
を
免

除
す
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

④
　
公
開
買
付
届
出
書
の
様
式
の

　
見
直
し

　
公
開
買
付
届
出
書
の
「
買
付
け
等

の
目
的
」
欄
の
記
載
事
項
の
明
確
化

等
、
公
開
買
付
届
出
書
等
の
様
式
の

見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

⑵
　
大
量
保
有
報
告
制
度
の
見
直
し

①
　
共
同
保
有
者
の
明
確
化

　
大
量
保
有
報
告
制
度
は
、
上
場
企

業
の
発
行
済
株
式
の
５
％
超
を
保
有

す
る
株
主
に
対
し
て
情
報
開
示
を
義

務
付
け
て
い
ま
す
。
こ
の
際
、
複
数

の
投
資
家
が
一
定
の
関
係
を
も
っ
て

株
式
を
保
有
す
る
場
合
「
共
同
保
有

者
」
と
し
て
保
有
株
式
を
合
算
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
ま
で
、
こ
の「
共
同
保
有
者
」

の
範
囲
が
不
明
確
だ
っ
た
た
め
問
題

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、

特
定
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
複
数
の
機

関
投
資
家
が
協
働
で
企
業
と
対
話
す

る
ケ
ー
ス
で
も
共
同
保
有
者
に
認
定

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
し
た
。
開

示
の
頻
度
が
緩
和
さ
れ
る
「
特
例
報

告
制
度
」
を
利
用
で
き
る
機
関
投
資

家
に
と
っ
て
は
、
共
同
保
有
者
と
み

な
さ
れ
れ
ば
開
示
の
負
担
が
増
え
る

た
め
、
投
資
家
同
士
の
対
話
や
協
働

が
委
縮
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
と

い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
今
回
の
改
正
で
は
、
重
要
な
経
営

提
案
を
目
的
と
し
な
い
こ
と
な
ど
一

定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
共
同
で
議

決
権
を
行
使
し
て
も
共
同
保
有
者
に

該
当
し
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
、

共
同
保
有
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
と

な
る
た
め
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る「
個

別
の
権
利
の
行
使
ご
と
の
合
意
」
と

は
、
発
行
者
の
株
主
総
会
等
ご
と
に

す
る
合
意
で
あ
っ
て
、
合
意
の
対
象

と
す
る
当
該
発
行
者
の
株
主
総
会
等

の
議
案
を
他
の
議
案
と
明
確
に
区
別

で
き
る
よ
う
に
特
定
し
、
か
つ
、
当

該
議
案
に
対
す
る
賛
否
を
定
め
て
共

同
し
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
、

の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
定

め
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、「
重
要
提
案
行
為
（
経
営

に
影
響
す
る
提
案
）」
の
範
囲
が
整

理
さ
れ
、
役
員
の
選
任
を
追
加
す
る

等
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

②
　
共
同
保
有
者
の
範
囲
の
見
直
し

　
役
員
兼
任
関
係
や
資
金
提
供
関
係

な
ど
、
一
定
の
外
形
的
事
実
が
あ
る

場
合
を
み
な
し
共
同
保
有
者
に
追
加

す
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

③
　
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
取
扱
い

　
現
金
決
済
型
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
大
量
保

有
報
告
制
度
の
適
用
対
象
と
な
る
た

め
の
要
件
、
当
該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
に
係
る
権
利
を
株
券
等
の
数
に
換

算
す
る
方
法
に
関
す
る
規
定
が
整
備

さ
れ
ま
し
た
。

④
　
大
量
保
有
報
告
書
の
記
載
事
項

の
明
確
化
等

　
大
量
保
有
報
告
書
の
「
保
有
目

的
」
欄
や
「
担
保
契
約
等
重
要
な
契

約
」
欄
等
の
記
載
事
項
の
明
確
化
、

共
同
保
有
者
間
で
引
渡
請
求
権
等
が

存
在
す
る
場
合
の
株
券
等
保
有
割
合

の
計
算
方
法
の
適
正
化
等
と
と
も

に
、
大
量
保
有
報
告
書
の
様
式
の
見

直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

３
　
残
さ
れ
た
課
題

　
日
本
市
場
特
有
の
問
題
と
し
て
指

摘
さ
れ
て
き
た
の
が
「
ウ
ル
フ
パ
ッ

ク（
オ
オ
カ
ミ
の
群
れ
）戦
術
」で
す
。

ウ
ル
フ
パ
ッ
ク
戦
術
と
は
、
複
数
の

投
資
家
が
形
式
上
は
独
立
し
た
立
場

を
装
い
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
連
携

し
て
株
式
を
取
得
し
議
決
権
を
行
使

す
る
手
法
で
す
。

典
型
例

　
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
Ａ
が
先

行
し
て
株
を
取
得

⬅

　
そ
の
動
き
を
み
た
（
非
公

式
に
連
絡
を
取
り
合
っ
た
）

ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
Ｂ
・
Ｃ
・

Ｄ
が
追
随

◆
　
　
◆
　
　
◆

☟
　
明
確
な
契
約
が
な
く
、
議

決
権
行
使
の
合
意
を
書
面
で

残
さ
な
い
な
ど
表
向
き
は
協

調
取
得
で
も
共
同
保
有
者
で

も
な
い
が
、
結
果
と
し
て
、

短
期
間
で
支
配
力
に
近
い
影

響
力
を
確
保

　
今
回
の
改
正
で
は
、
形
式
的
な
数

字
の
変
更
に
と
ど
ま
ら
ず
、
企
業
支

配
や
投
資
家
行
動
の
実
態
を
重
視
し

た
も
の
と
い
え
ま
す
。

　
し
か
し
、
ウ
ル
フ
パ
ッ
ク
の
ど
こ

ま
で
を
協
調
取
得
・
共
同
保
有
と
捉

え
る
か
の
線
引
き
は
、
引
き
続
き
課

題
と
し
て
残
り
ま
す
。
企
業
と
投
資

家
の
健
全
な
関
係
構
築
に
繋
げ
る
か

が
、
今
後
の
日
本
市
場
の
成
熟
度
を

左
右
す
る
と
い
え
ま
す
。

一

　
　労
災
等
の
動
向

　
厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
る
と
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
で
連
続
１
か

月
以
上
休
業
し
た
労
働
者
ま
た
は
退

職
者
が
い
た
事
業
所
は
、
約
13
％
の

割
合
で
し
た
（
令
和
６
年
労
働
安
全

衛
生
調
査
）。
さ
ら
に
、
精
神
障
害

に
関
す
る
労
災
補
償
も
、
近
年
は
請

求
・
支
給
決
定
と
も
に
増
加
傾
向
が

続
い
て
い
ま
す
。
同
省
が
公
表
し
た

「
過
労
死
等
の
労
災
補
償
状
況
（
令

和
６
年
度
）」
に
よ
る
と
、
労
災
補

償
の
請
求
件
数
は
約
３
千
８
百
件
、

支
給
決
定
件
数
は
約
千
件
で
し
た
。

　
ま
た
、
社
会
情
勢
の
変
化
や
労
災

請
求
件
数
の
増
加
等
を
踏
ま
え
、
令

和
５
年
９
月
に
は
「
心
理
的
負
荷
に

よ
る
精
神
障
害
の
認
定
基
準
」
が
改

正
さ
れ
て
い
ま
す
（
以
下
「
認
定
基

準
」）。

二

　
　認
定
基
準
の
位
置
づ
け

　
認
定
基
準
は
、
精
神
障
害
が
労
災

保
険
上
「
業
務
上
」
と
い
え
る
か
を

判
断
す
る
も
の
で
す
。
医
師
の
診
察

を
受
け
、
診
断
名
が
付
い
た
こ
と
で

直
ち
に
業
務
上
と
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
業
務
に
よ
る
心
理
的
負
荷
と
発

病
（
ま
た
は
悪
化
）
と
の
因
果
関
係

を
、
一
定
の
手
順
で
評
価
し
ま
す
。

　
ま
た
、
心
理
的
負
荷
の
強
度
は
、

本
人
の
受
け
止
め
方
（
主
観
）
だ
け

で
は
な
く
、
同
種
の
労
働
者（
職
種
・

立
場
・
職
責
・
年
齢
・
経
験
等
が
類

似
す
る
者
）
が
一
般
的
に
ど
う
受
け

止
め
る
か
と
い
う
観
点
で
判
断
さ
れ

ま
す
。そ
の
た
め
、「
出
来
事
の
内
容
・

頻
度
・
継
続
性
」「
労
働
時
間
」「
指

示
・
相
談
対
応
の
経
緯
」
を
、
後
か

ら
説
明
で
き
る
形
で
整
理
し
て
お
く

こ
と
が
重
要
で
す
。

三

　
　認
定
要
件
の
全
体
像

　
次
の
３
つ
の
要
件
を
い
ず
れ
も
満

た
す
対
象
疾
病
（
※
）
は
、
業
務
上

の
疾
病
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

①
　
対
象
疾
病
を
発
病
し
て
い
る

②
　
対
象
疾
病
の
発
病
前
お
お
む
ね

６
か
月
の
間
に
、
業
務
に
よ
る
強

い
心
理
的
負
荷
が
認
め
ら
れ
る

③
　
業
務
以
外
の
心
理
的
負
荷
及
び

個
体
側
要
因
に
よ
り
対
象
疾
病
を

発
病
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い

※
　「
精
神
及
び
行
動
の
障
害
」に
分
類

さ
れ
る
精
神
障
害
で
あ
っ
て
、
認
知

症
や
頭
部
外
傷
な
ど
に
よ
る
障
害
及

び
ア
ル
コ
ー
ル
や
薬
物
に
よ
る
障
害

は
除
き
ま
す
。

　
①
・
②
を
満
た
し
て
も
、
業
務
以

外
の
要
因
で
発
病
し
た
と
明
ら
か
に

認
め
ら
れ
る
場
合
、業
務
起
因
性（
業

務
と
傷
病
等
の
間
に
一
定
の
因
果
関

係
が
あ
る
こ
と
）は
否
定
さ
れ
ま
す
。

四

　
　心
理
的
負
荷
の
判
断

⑴

　心
理
的
負
荷
評
価
表

　
業
務
に
よ
る
心
理
的
負
荷
の
強
度

の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、「
業
務
に

よ
る
心
理
的
負
荷
評
価
表
」（
以
下

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
関
す
る

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
関
す
る

　
　
　
　
　労
災
補
償
と
企
業
対
応

　
　
　
　
　労
災
補
償
と
企
業
対
応

　業
務
量
の
増
加
や
対
人
関
係
、
顧
客
対
応
な
ど
、
労
働
者
の
ス
ト
レ

　業
務
量
の
増
加
や
対
人
関
係
、
顧
客
対
応
な
ど
、
労
働
者
の
ス
ト
レ

ス
要
因
は
多
様
化
し
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
よ
る
休
業
・
離
職
、

ス
要
因
は
多
様
化
し
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
よ
る
休
業
・
離
職
、

精
神
障
害
の
労
災
認
定
の
増
加
は
、
今
や
現
場
の
喫
緊
の
課
題
で
す
。

精
神
障
害
の
労
災
認
定
の
増
加
は
、
今
や
現
場
の
喫
緊
の
課
題
で
す
。

事
後
対
応
に
追
わ
れ
る
前
に
、
不
調
の
兆
候
を
早
期
に
捉
え
、
業
務
負

事
後
対
応
に
追
わ
れ
る
前
に
、
不
調
の
兆
候
を
早
期
に
捉
え
、
業
務
負

荷
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
課
題
を
是
正
す
る「
予
防
」が
重
要
で
す
。

荷
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
課
題
を
是
正
す
る「
予
防
」が
重
要
で
す
。

　本
稿
で
は
、
精
神
障
害
の
認
定
基
準
と
、
評
価
の
視
点
等
を
解
説
し

　本
稿
で
は
、
精
神
障
害
の
認
定
基
準
と
、
評
価
の
視
点
等
を
解
説
し

ま
す
。
業
務
災
害
と
な
り
得
る
場
面
を
把
握
し
、
職
場
で
の
予
防
と
再

ま
す
。
業
務
災
害
と
な
り
得
る
場
面
を
把
握
し
、
職
場
で
の
予
防
と
再

発
防
止
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

発
防
止
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。



7─5月号

「
評
価
表
」）を
用
い
て「
弱
・
中
・
強
」

で
評
価
し
、
総
合
評
価
が
「
強
」
と

な
れ
ば
、
前
述
の
認
定
要
件
②
を
満

た
し
た
も
の
と
さ
れ
ま
す
。

強
…
「
特
別
な
出
来
事
」
に
該
当
す

る
出
来
事
が
認
め
ら
れ
る
。

中
…
出
来
事
の
経
験
頻
度
は
様
々
で

あ
っ
て
「
弱
」
よ
り
は
心
理
的
負

荷
が
あ
る
も
の
の
強
い
心
理
的
負

荷
と
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
。

弱
…
日
常
的
に
経
験
す
る
も
の
や
一

般
に
想
定
さ
れ
る
も
の
等
で
あ
っ

て
通
常
弱
い
心
理
的
負
荷
し
か
認

め
ら
れ
な
い
も
の
。

⑵

　特
別
な
出
来
事
に
該
当
す
る
例

　「
特
別
な
出
来
事
」
は
、「
心
理
的

負
荷
が
極
度
の
も
の
」
と
「
極
度
の

長
時
間
労
働
」に
類
型
さ
れ
ま
す
。

①

　心
理
的
負
荷
が
極
度
の
も
の

・
　
生
死
に
か
か
わ
る
、
極
度
の
苦

痛
を
伴
う
、
又
は
永
久
労
働
不
能

と
な
る
後
遺
障
害
を
残
す
業
務
上

の
病
気
や
ケ
ガ
を
し
た
（
業
務
上

の
傷
病
に
よ
る
療
養
中
に
症
状
が

急
変
し
極
度
の
苦
痛
を
伴
っ
た
場

合
を
含
む
）。

・
　
業
務
に
関
連
し
、
他
人
を
死
亡

さ
せ
、
又
は
生
死
に
か
か
わ
る
重

大
な
ケ
ガ
を
負
わ
せ
た
（
故
意
に

よ
る
も
の
を
除
く
）。

②

　極
度
の
長
時
間
労
働

・
　
発
病
直
前
の
１
か
月
に
お
お
む

ね
１
６
０
時
間
を
超
え
る
よ
う

な
、
又
は
こ
れ
に
満
た
な
い
期
間

に
こ
れ
と
同
程
度
の
（
例
え
ば
３

週
間
に
お
お
む
ね
１
２
０
時
間
以

上
の
）時
間
外
労
働
を
行
っ
た
。

⑶

　特
別
な
出
来
事
以
外
の
評
価

　「
特
別
な
出
来
事
」
と
し
て
示
さ

れ
て
い
る
も
の
以
外
で
あ
っ
て
も
出

来
事
に
伴
っ
て
発
生
し
た
と
認
め
ら

れ
る
状
況
や
、
出
来
事
が
生
じ
る
に

至
っ
た
経
緯
等
も
含
め
て
総
合
的
に

考
慮
し
て
、
心
理
的
負
荷
の
程
度
を

評
価
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　「
仕
事
内
容
・
仕
事
量
の
大
き
な

変
化
」
と
「
顧
客
や
取
引
先
、
施
設

利
用
者
等
か
ら
著
し
い
迷
惑
行
為
を

受
け
た
」
を
基
に
、
評
価
視
点
の
例

を
取
り
上
げ
ま
す
。【
下
表
参
照
】

五

　
　ま
と
め

　
業
務
内
容
や
量
の
急
変
、
対
人
関

係
の
摩
擦
、
顧
客
対
応
の
ト
ラ
ブ
ル

は
、
放
置
す
れ
ば
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

不
調
の
引
き
金
に
な
り
得
ま
す
。
兆

候
を
見
逃
さ
ず
、
記
録
・
相
談
・
対

応
の
仕
組
み
を
整
え
な
が
ら
予
防
策

を
講
じ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

【表】�「仕事内容・仕事量の大きな変化」と「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」�
における評価視点の例

◆仕事内容・仕事量の大きな変化
　単に忙しくなったという印象ではなく、業務の困難性、能力・経験とのギャップ、職場の支援・協力の有無、
業務密度、責任、長時間労働の継続期間、勤務間インターバルの状況などを踏まえて総合評価する考え方が
示されています。

「中」になり得る例 「強」になり得る例 予防の観点から
　担当業務内容の変更や、初め
て担当する困難な業務、損失・
不具合対応等により仕事内容の
大きな変化が生じた場合、また
取引量の急増や担当者の減少等
により、時間外労働がおおむね
20時間以上増加し、1月当たり
おおむね45時間以上となるなど
の仕事量の大きな変化が生じた
場合が挙げられています。

　質的に高度かつ困難な仕事内
容への変更で常時緊張を強いら
れる状態となった場合や、仕事
量が著しく増加して時間外労働
がおおむね倍以上、1月当たり
おおむね100時間以上となるなど、
休憩・休日の確保が困難なほど
業務に多大な労力を費やした場
合が示されています。

　仕事内容や仕事量に変化があ
る場合、会社は「変更後に、量・
質・責任などはどのようになっ
たか」「支援状況・要員・期限は
どうだったか」「勤務時間は大幅
に増えていないか」などを注視し、
必要に応じ軌道修正をしていく
とよいでしょう。

◆顧客等から著しい迷惑行為を受けた（いわゆるカスタマーハラスメント）
　評価表では、迷惑行為について、経緯や状況、内容・程度、相手方との職務上の関係、反復・継続など執
拗性の状況、その後の業務への支障、会社の対応（有無・内容・改善状況）を評価視点として挙げています。
また、著しい迷惑行為とは、暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等をいうとされています。

「中」になり得る例 「強」になり得る例 予防の観点から

　治療を要さない程度の暴行や、
人格・人間性を否定する言動、
威圧的言動など著しい迷惑行為
を受けたが、反復・継続してい
ない場合が示されています。

　著しい迷惑行為を反復・継続
するなどして執拗に受けた場合、
または迷惑行為が「中」程度であっ
ても、会社が把握している（あ
るいは相談を受けている）のに
適切な対応がなく改善がなされ
なかった場合が挙げられています。

　「相手がお客様等だから仕方な
い」で終わらせず、会社として
何らかの対応（担当変更、出禁・
取引停止、警察・弁護士等への
相談その他の再発防止策を実施）
を講じることが、業務災害の予
防につながります。



5 月号─8

　ディズニーランドの入場券は、1983年
の開園当初は3,900円でしたが、2025年
には最大10,900円となっています。日本
経済新聞は、大人２人・小学生２人の４人
家族の１日入場料が平均賃金の何日分にあ
たるかを示す「ディズニー入場料指数」を算
出（1日当たりの平均賃金は厚生労働省の
データから試算）しています。開業当初、
家族４人の入場料は計13,400円で、当時
の平均賃金に対する指数は1.41日でした。
　2021年から入場券の変動価格制を導入
し、2022年にはアトラクションごとの優
先搭乗券の有料販売を始めたことにより高
単価化が進み、指数は2023年度に過去最
高の1.92日に達しました。この平均賃金
の約2日分という指数は、企業の賃上げ機
運が高まり平均賃金は上昇に転じたものの、
入場料等の引き上げが上回った結果といえ
ます。

　2026年１月に累計入場者が９億人を超
え、日本人１人当たり平均７～８回来園し
ている計算ですが、一家で来園する負担が
高まりα世代（４～11歳）の足が遠のいて
います。この年代は、2024年度に360万
人と10年間で31％減り、全体に占める割
合も16.6％から13.1％に下がりました。
一方、インバウンド客が拡大し、2024年
度には421万人に達し、４～11歳の構成
比を上回っています。また、資金力のある
40歳以上の構成比率が2020年度に４～
17歳を逆転し33.9％に上昇し、中高年が
未成年を上回っています。
　優先乗車券や土産品の代金なども含める
と、１日の園内支出額は５～６万円にのぼ
り“高嶺の花”になりつつあります。ディズ
ニーの魔法は特別な体験に対する素晴らし
いもので、価格と体験のバランスが重要で
す。単純な値上げではなく、遊び場に格差
が生まれないよう、今後は価格設定の多様
化や新たなサービスの提供が、夢の国であ
り続ける鍵となりそうです。

ディズニーランドは高嶺の花?!

の間で広がっています。恋愛や復讐モノな
どわかりやすい内容で、移動時間や昼休み
などスキマ時間に手軽に視聴でき、タイム
パフォーマンス（タイパ）を重視するＺ世代
の支持を集めています。従来のテレビドラ
マは薄型テレビに合わせた横長の画角です
が、ショートドラマはスマホ視聴に適した
縦型画面で配信されます。TikTokやYou 
Tubeに慣れ親しんでいる若者には、受け
入れやすくなっています。
　ショートドラマの市場は、調査会社の
YHリサーチによると、2031年に約11兆
円と2024年比で約９倍に拡大する予測も
あります。スタートアップのほか、NTTド
コモなど大手企業も参入し、新興企業が相
次いでいます。ビジネスモデルは、冒頭の
複数話を無料にして続きは課金すると視聴
できる形式や、月額料金で視聴できるサブ
スクリプション型です。続きを見たくなる
仕掛けが欠かせません。

「３分ドラマ」が活況
　１話３分程度のショートドラマが、若者

　水
分
補
給
の
基
本
は
、
主
に
食
事

か
ら
自
然
に
摂
取
し
、
不
足
分
は
飲

ん
で
補
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。

　こ
れ
ま
で
、
カ
フ
ェ
イ
ン
入
り
飲

料
は
利
尿
作
用
か
ら
水
分
補
給
に
は

適
さ
な
い
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

最
近
の
研
究
で
カ
フ
ェ
イ
ン
は
摂
取

機
会
が
増
え
る
と
慣
れ
て
く
る
（
耐

性
が
つ
く
）
た
め
、
排
尿
を
促
し
に

く
く
な
り
、
水
分
補
給
に
役
立
つ
場

合
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
は
利
尿
作
用
に
加

え
、
体
内
で
分
解
さ
れ
る
過
程
で
水

分
を
多
く
奪
う
の
で
、
飲
水
量
に
カ

ウ
ン
ト
で
き
ま
せ
ん
。
牛
乳
は
血
液

量
を
増
や
す
た
ん
ぱ
く
質
の
材
料
を

提
供
し
て
く
れ
る
こ
と
か
ら
、
水
分

量
の
増
加
に
繋
が
る
飲
み
物
で
す
。

た
だ
し
、
ア
ミ
ノ
酸
が
体
温
を
上
げ

て
し
ま
う
の
で
、
熱
中
症
の
状
態
で

は
禁
忌
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　日
常
的
な
水
分
補
給
は
水
や
お
茶

で
よ
く
、
脱
水
時
は
ス
ポ
ー
ツ
飲
料

や
経
口
補
水
液
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

水
分
の
ト
リ
セ
ツ

発行


